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衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
民
間
都
市
開
発
法
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
民
間
都
市

開
発
法
附
則
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
業
務
（
以
下
「
土
地
取
得
譲
渡
業
務
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
は
、
機
構
が
取
得
し
た
事
業
見
込
地
に
お
い
て
民
間
都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る
者
と
機
構
と
の
間
で
締
結
す
る
契
約
の

内
容
は
、当
該
事
業
の
内
容
や
こ
れ
を
施
行
す
る
者
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
両
者
の
交
渉
に
よ
り
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

個
々
の
事
業
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
機
構
に
お
い
て
御
指
摘
の
よ
う
な
一
般
的
な
契
約
書
式
は
定

め
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

平
成
八
年
度
か
ら
平
成
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
機
構
が
事
業
見
込
地
の
取
得
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
相

手
方
で
あ
る
事
業
者
の
う
ち
契
約
金
額
の
合
計
額
が
多
い
上
位
十
位
ま
で
の
も
の
（
平
成
十
年
度
以
前
に
あ
っ
て
は
、
名
称

の
公
表
に
つ
い
て
同
意
が
な
い
事
業
者
を
除
外
し
た
上
で
の
上
位
十
位
ま
で
の
も
の
）
の
名
称
及
び
そ
の
契
約
件
数
は
、
別

一



表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
契
約
金
額
に
つ
い
て
は
、
機
構
の
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
事
業
者
の
財
務
等
に
か
か
わ
る
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

（
三
）
に
つ
い
て

土
地
取
得
譲
渡
業
務
に
係
る
機
構
に
対
す
る
優
遇
措
置
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
と
お
り
、
機
構
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
事
に
不
動
産
業
や
建
設
業
等
の
関
係
者
も
就
任
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
者
の
理
事
へ
の
就
任
は
民
間
各
界
の
英
知
を
機
構
の
業
務
運
営
に
反
映
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
理
事
の
選
任
に
つ
い
て
は

定
期
的
に
評
議
員
会
に
諮
る
こ
と
等
に
よ
り
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

（
五
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
は
新
聞
記
事
等
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
告
発
の
有
無
や
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
五
号
）
に
違
反
す
る
行
為
の
有
無
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
仮
に
御
指
摘
の
よ
う
な
告
発
や
行
為
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
検
察
当
局
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
時
点
で
は
、
機
構
に

二



お
い
て
御
指
摘
の
事
業
に
機
構
が
ど
の
よ
う
に
関
与
す
べ
き
な
の
か
、
住
友
不
動
産
株
式
会
社
に
今
後
ど
の
よ
う
に
対
応
し

て
い
く
の
か
等
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
状
況
で
は
な
く
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
機
構
か
ら
報
告
等

を
求
め
る
こ
と
も
考
え
て
い
な
い
。

（
六
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
民
間
都
市
開
発
事
業
の
要
件
に
該
当
す
る
公
共
施
設
と
は
、
道
路
、
公
園
、
広
場
、
下
水
道
、
緑
地
、
河
川
、

運
河
及
び
水
路
並
び
に
港
湾
に
お
け
る
水
域
施
設
、
外
郭
施
設
及
び
係
留
施
設
で
あ
り
（
民
間
都
市
開
発
法
第
二
条
第
一
項

及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
五

号
）
第
一
条
）
、
こ
れ
ま
で
に
道
路
、
公
園
、
広
場
、
緑
地
及
び
水
路
の
事
例
が
あ
る
。

（
七
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
事
業
者
が
機
構
が
取
得
し
た
事
業
見
込
地
に
お
い
て
御
指
摘
の
民
間

都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る
場
合
に
は
（
六
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
公
共
施
設
の
整
備
を
伴
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
東

京
都
板
橋
区
が
定
め
た
「
板
橋
区
大
規
模
建
築
物
等
指
導
要
綱
及
び
同
規
則
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
具
体
的
な
数
値
に
よ
る

公
共
施
設
に
係
る
基
準
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

三



（
八
）
に
つ
い
て

機
構
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
業
の
中
で
整
備
さ
れ
る
道
路
、
広
場
及
び
緑
地
を
公
共
施
設
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
承

知
し
て
い
る
。
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